
機密性2

船員保険では、健診費用の補助をおこなっており、がん検診の項目も含んだ生活習慣病予防健診（一般

健診・巡回健診）を無料で受けることができます。健診がお済みでない方には、船舶所有者様からもぜひ

「生活習慣病予防健診」をおすすめください。

１．無料で受診できます！（※１）

２．同時に船員手帳の健康証明を受けることもできます！（※２）

３．船舶所有者様は大幅なコスト削減が可能に！
４．各種がん検診も無料で受診できます！ （※3）

（※１）一般健診・巡回健診が対象です。（※２）一部例外機関があります。また、別途証明費用がかかります。
（※3）胃・肺・大腸がん検診、対象年齢の子宮頸がん・乳がん検診が無料です。

ご本人（被保険者）の方 - ３５歳～７４歳 -

「生活習慣病予防健診」には、一般健診、巡回健診、総合健診の３種類があります。
通常は2万円以上かかる一般健診・巡回健診の費用を無料に、総合健診の費用負担を大幅に軽減しています。

種類 自己負担額 内 容

一般健診 無料（０円）
全国約４2０の健診機関で受けることができる、がん検診を
含んだ検査です。

巡回健診 無料（０円）
漁協または会社等の単位での受診となり、上記の一般健診と同
内容の検査を健診車で受診することができます。

総合健診 ４，９３６円
一般健診より詳細な内容の検査で、一部の健診機関で受診する
ことができます。

ご家族（被扶養者）の方 - ４０歳～７４歳 -

・ご家族の方も、ご本人と同じ内容、自己負担額で上記の「生活習慣病予防健診」を
受診いただけます。

・上記の健診の他に「特定健康診査（※4）」をお選びいただくことも可能です。
全国約５万か所の健診機関のうち、約２，５００の機関では無料で受診いただけます。
（※4）特定健康診査は、メタボリックシンドロームに着目した、手軽に受診したい方向けの健診です。

生活習慣病予防健診の４大メリット！

健診を受けていない方はお早めに！
～ 船員保険の生活習慣病予防健診等のご案内 ～

生活習慣病予防健診の種類と自己負担額

お申込み
詳細はこちら↓


